
 
公共施設利用予約システムに係る施設使用料口座振替収納事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公共施設利用予約システム（以下「予約システム」という。）を利用して

施設の利用申込みを行った施設使用料納入義務者（以下「納入義務者」という。）が、口座振

替の方法により施設使用料を納付する際の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（対象施設使用料） 

第２条 口座振替の方法による歳入金は、予約システムを利用して施設の利用申込みを行った施

設使用料とする。 

 

（取扱金融機関） 

第３条 納入義務者が口座振替の方法により施設使用料を納付できる金融機関は、川崎市金銭会

計規則（昭和 39年川崎市規則第 31 号。以下「会計規則」という。）に規定する指定金融機関、

指定代理金融機関及び収納代理金融機関（以下「取扱金融機関」という。）とする。 

 

（取りまとめ店） 

第４条 取扱金融機関の店舗で、口座振替収納事務について取りまとめをする店舗（以下「取り

まとめ店」という。）は、会計規則に定める取りまとめ店とする。 

 

（指定預金口座） 

第５条 指定預金口座は、普通預金及び当座預金のうち納入義務者の指定した一口座とする。 

 

（口座振替の申込手続） 

第６条 取扱金融機関は、納入義務者から口座振替による使用料の納付の依頼を受けたときは、

ふれあいネット利用者登録申請書（「川崎市公共施設利用予約システムの利用者の登録等に関

する要綱」様式第１号）、口座振替納付（自動払込）依頼書（様式第１号。以下「依頼書」と

いう。）及び口座振替納付（自動払込）届（様式第２号。以下「納付届」という。）を提出させ、

記載事項を確認した上で、各所定欄に取扱金融機関受付日付印を押印しなければならない。こ

の場合においては、取扱金融機関は、納付届を当該受付日の翌４営業日までに取りまとめ店を

通じて川崎市に送達しなければならない。ただし、Ｗｅｂ口座振替受付サービスを利用した納

付申込がなされた場合は、この限りではない。 

 

（振替日） 

第７条 口座振替の振替日は、毎月２７日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日にあ

たる場合は、翌営業日を振替日とする。 

 

（必要書類等の交付） 

第８条 川崎市は、納付届に基づき口座振替の内容を記録した口座振替依頼データ（以下「依頼



 
データ」という。）を振替日の６営業日前までに、口座振替データ伝送サービス（以下「伝送

サービス」という。）を利用しデータ伝送中継機関に送信し、データ伝送中継機関はこれを振

替日の４営業日前までに取扱金融機関に送信するものとする。 

２ 伝送サービスによらず施設使用料の振替を行う取扱金融機関（以下「伝送サービスによらな

い取扱金融機関」という。）については、納付届に基づき納付書（様式第３号）、口座振替請求

及び振替結果総括書（様式第４号）、口座振替請求及び振替結果総括書（返付）（様式第５号。

以下「総括書（返付）」という。）及び口座振替依頼明細書（振替済明細書）（様式第６号。以

下「依頼明細」という。）を作成し、これを取扱金融機関ごとに取りまとめて振替日の５営業

日前に、市民文化局市民生活部企画課において取りまとめ店に交付するものとする。ただし、

フロッピーディスク等の可搬記録媒体（以下、「可搬記録媒体」という。）により振替を行う取

扱金融機関については、依頼明細に代えて、その内容を記録し、委託者名・当該月を記入した

ラベルを添付した可搬記録媒体を交付するものとする。 

 

（委託者の都合による停止） 

第９条 口座振替を川崎市の都合により停止する場合は、振替停止分依頼表（様式第７号）を作

成し、これを取扱金融機関ごとにまとめて取りまとめ店に交付するものとする。 

２ 取扱金融機関は、納付書の交付後、振替日の３営業日前までに、川崎市が振替停止分依頼表

を交付したとき、振替の停止を行う。 

 

（振替納付手続） 

第 10 条 取扱金融機関は、交付を受けた依頼データ又は依頼明細又は可搬記録媒体に記録され

ている金額を振替日に納入義務者が指定する預金口座から振り替えたときは、これを会計規則

第 29 条第 3 項に定められた日までに取りまとめ店に設けた川崎市名義の口座に受け入れなけ

ればならない。ただし、振替停止分依頼表によって振替停止の依頼を受けているものについて

は、この限りではない。 

 

（振替不能分の取扱い） 

第 11 条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定する預金口座が預金不足等の理由により

振替不能となったものについては、口座振替結果データ又は依頼明細の振替不能表示欄に理由

を付して振替不能の処理をするものとする。 

２ 振替不能区分は資金不足「１」、取引なし「２」、預金者の都合による振替停止「３」、預金

口座振替依頼書なし「４」、川崎市の都合による振替停止「８」、その他「９」とする。ただし、

「８」と他の振替不能区分が競合した場合「８」を優先する。 

３ 取扱金融機関は振替不能のものについて、口座振替不能明細を作成する。 

 

（振替手続完了後の処理） 

第 12 条 取扱金融機関は、振替手続が完了したときは、振替不能区分を記録した口座振替結果

データ及び口座振替不能明細を、伝送サービスを利用し、データ伝送中継機関を経由して、翌

４営業日までに川崎市に送信するものとする。この場合において、伝送サービスによらない取

扱金融機関については、総括書（返付）及び依頼明細に必要事項を記載の上、取りまとめ店を



 
経由して翌３営業日以内に川崎市に返付するものとする。ただし、可搬記録媒体により振替手

続を完了した取扱金融機関は、総括書（返付）及び口座振替不能明細を振替結果処理済可搬記

録媒体に添付のうえ返付するものとする。 

 

（口座振替の取消手続） 

第 13 条 取扱金融機関は、納入義務者の申し出により口座振替による使用料の納付を取消した

ときは、納付届の所定欄に取扱金融機関受付日付印を押印し、当該受付日の翌４営業日までに

取りまとめ店を通じて、川崎市に送達しなければならない。 

 

（口座振替納付済通知書） 

第 14 条 川崎市は、納入義務者から口座振替納付済通知書発行の申し出を受けたときは、取扱

金融機関の口座振替結果報告に基づき、発行を申し出た振替済みである納入義務者宛てに口座

振替納付済通知書（様式第８号）を送付するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（公共施設利用予約システムに係る施設使用料口座振替収納事務取扱要綱の廃止） 

２ 公共施設利用予約システムに係る施設使用料口座振替収納事務取扱要綱（平成１１年９月１ 

 日川市施第６７号）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



 1  私が支払うべき納付金について川崎市から貴店に納入の通知等が送付されたときは、私に通知することなく、振替日に当該納付金額を指定預金
　  口座から引落しのうえ、川崎市の歳入金として収納してください。
 2  預金の引落しにあっては、当該勘定規定又は預金規定にかかわらず、小切手の振出し又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出はいたしません。
 3  指定預金口座の残高(当座貸越(自動貸付)を利用できる範囲内の金額を含む。)が振替日において、納付すべき金額に満たないときは、私に通知
    することなく、当該納入の通知書等を川崎市に返却されても差し支えありません。
 4  この契約は、常時残高不足等により、貴店が必要と認めた場合には、解除されても異議ありません。
 5  領収書の交付請求はいたしません。

◆ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。
◆口座振替納付済通知が必要な場合には、利用施設の窓口に申し出てください。
◆この書類の3枚目は金融機関が保管します。4枚目は金融機関処理後、金融機関から川崎市へ送付されます。区役所または施設の窓口へは1・2枚目を提出して
　ください。(1枚目はご本人控となります。)
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